
資料２

相生市地域創生総合戦略（もっと活力上昇計画）の計画期間の延伸について

１ 現行の総合戦略について

現行の相生市地域創生総合戦略（相生市もっと活力上昇計画）については、計画期

間が平成２７年度から令和元年度の５年間であり、今年度で計画期間が満了となりま

すが、市の最上位計画であります第６次総合計画の計画期間と合わせるため、計画期

間を１年延伸いたします。

２ 現行の総合戦略延伸に伴う KPIについて
現行の総合戦略延伸に伴い KPIについて見直しの必要があり、計画延伸に伴う

KPIの設定案を資料３のとおり作成しています。
設定案の作成の考え方については、基本的には当初目標を踏襲しながら、累計で目

標設定をしている指標について、１年延伸した影響を反映して目標の再設定を行って

います。

（参考：兵庫県及び近隣市町の策定予定）

兵 庫 県 令和元年度中に次期総合戦略策定予定

姫 路 市

現行戦略を１年度延伸し、次期戦略については、令和３年度を始期とする予定
赤 穂 市

宍 粟 市

上 郡 町

太 子 町
令和元年度中に次期総合戦略策定予定

佐 用 町

たつの市 現行戦略を２年度延伸し、次期戦略については、令和４年度を始期とする予定。


